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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】感性価値が高く、消費者から感動や共感を得る
ことによって、消費者の購買意欲を高めることができる
時計を提供する。
【解決手段】時計１は文字基板３と、透明体もしくは半
透明体で構成され指標５とを有し、指標５は、立体形状
に形成されており、文字基板３の表側に設けられている
。また、指標５は、光が透過可能であって、表側を向い
ている面（カット面）７が形成され、更に、表側の面（
カット面７以外の面）９には、遮光膜１１が設けられて
いる。文字基板３は、平板状の底部１３と、底部１３の
外周から起立している筒状の側部１５とを備えて皿状に
形成されている。指標５は、細長い柱状に形成されて、
長手方向の一端部が、文字基板３の側部１５側に位置し
、側部１５の開口部側の部位で側部１５に係合して文字
基板３と一体になっている。また、指標５は、長手方向
の他端部が文字基板３の底部１３側に位置している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字基板と、
　透明体もしくは半透明体で構成され、前記文字基板に設けられた指標と、
　を有することを特徴とする時計。
【請求項２】
　請求項１に記載の時計において、
　前記指標には、光が透過可能であり表側を向いている面が形成されていることを特徴と
する時計。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の時計において、
　前記指標の表側の面には、遮光膜が設けられていることを特徴とする時計。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の時計において、
　前記文字基板は、平板状の底部と、この底部の外周から起立している筒状の側部とを備
えて皿状に形成されており、
　前記指標は、柱状に形成されており、一端部が前記側部側に位置し他端部が前記底部側
に位置することで、前記指標と前記文字基板との間に空間が形成されていることを特徴と
する時計。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の時計において、
　前記指標内に入った光が前記指標の側方側面から前記指標の外に出て、前記文字基板に
投射されるように構成されていることを特徴とする時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時計に係り、たとえば、壁掛け時計として好適に採用されるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の時計は、周知のごとく、１２時等の時刻を表す指標を備えた時計用文字板と、回
動して時計用の文字板の指標を示すことで時刻を表示する指針（時針、分針等）と、指針
を駆動するムーブメントとを備えて構成されている。
【０００３】
　また、従来、文字基板と指標リングとを備えた時計が知られている（たとえば特許文献
１参照）。指標リングは、透明な樹脂材料で構成されており、文字基板の外周域に設置さ
れている。この時計は、指標リングの下面に設けた凹部の内面に金属膜を設けて、指標と
している。これにより、指標の位置ずれを無くすとともに、時計の製造コストを下げてい
る。
【０００４】
　また、従来、文字基板と太陽電池（ソーラーセル）と見返しリング（第１の見返しリン
グ、第２の見返しリング）とを備えた時計が知られている（たとえば、特許文献２参照）
。太陽電池は、リング状に形成されており、文字基板の外周域に設けられている。第２の
見返しリングは、透明な材料でリング状に形成されており、文字基板の外周域で太陽電池
の内側に設けられている。第１の見返しリングは、金属でリング状に形成されており、文
字基板の外周域で第２の見返しリングの内側に設けられている。
【０００５】
　この時計では、第１の見返しリングに設けられている貫通孔と、第２の見返しリングと
を光が透過し、太陽電池が発電するようになっている。これにより、太陽電池の濃紫色が
見えず、金属感を持つ見返しリング（第１の見返しリング）が付いた太陽電池時計（ソー
ラー時計）を提供している。
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【０００６】
　また、従来、発光素子、受光素子、ハーフミラー（半透明体）等を用いることで、針（
指針）位置検出機構の組み付けに際して位置合わせが容易な電子時計が知られている（た
とえば、特許文献３参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－２４０８７３号公報
【特許文献２】特開２００６－１８４０５９号公報
【特許文献３】特開２００４－７７１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、従来のものづくりは、高性能で信頼性が高い製品をいかに安くつくるかに注
力してきた。しかしながら、近年、日本以外の途上国でも、製品の製造能力が向上してき
ている。したがって、価格対機能や性能といった評価軸では、日本以外の他国が強みを持
ち始めてきている。
【０００９】
　そこで、日本の製造業が生き残っていくには、これまでのようにコストや機能を向上さ
せることに加えて、新しい評価軸で顧客へ訴えることが重要である。その１つとして感性
価値（ＫＡＮＳＥＩ　Ｖａｌｕｅ）を高めることを掲げることができる。
【００１０】
　感性価値とは、商品価値の中で、性能や機能、コストとは別に、消費者から感動や共感
を得ることによって認められる価値のことである。感性価値は、商品価値の新しい評価軸
として近年注目されている。
【００１１】
　経済産業省が２００７年に発行した「２００６年度版ものづくり白書」は、技術的な強
みに加えて、感性価値を高めることが他国製品と比べた差異化になり得ると提言したこと
から産業界の関心を集めた。なお、経済産業省は、感性価値を「生活者の感性に働きかけ
、感動や共感を得ることによって顕在化する価値」と定義している。
【００１２】
　感性価値を高めることで、製品の新しい需要を喚起することができる。特に、各社が提
供する製品の差異化が難しい成熟した産業（たとえば、時計製造業）では、感性価値の視
点による商品開発が新しい需要を喚起する力を持つのである。
【００１３】
　上述した従来の各時計は、透明もしくは半透明な材料を使用することで、上述した各効
果を得ているのであるが、これらの効果は、高性能で信頼性が高い製品をいかに安くつく
るかという目標に対する効果であり、上記各効果が時計の感性価値を高めているとは言い
難い。
【００１４】
　そこで、本発明は、感性価値が高く、消費者から感動や共感を得ることによって、消費
者の購買意欲を高めることができる時計を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　請求項１に記載の発明は、文字基板と、透明体もしくは半透明体で構成され、前記文字
基板に設けられた指標とを有する時計である。
【００１６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の時計において、前記指標には、光が透過可
能であり表側を向いている面が形成されている時計である。
【００１７】
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　請求項３に記載の発明は、請求項１または請求項２に記載の時計において、前記指標の
表側の面には、遮光膜が設けられている時計である。
【００１８】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の時計において、
前記文字基板は、平板状の底部と、この底部の外周から起立している筒状の側部とを備え
て皿状に形成されており、前記指標は、柱状に形成されており、一端部が前記側部側に位
置し他端部が前記底部側に位置することで、前記指標と前記文字基板との間に空間が形成
されている時計である。
【００１９】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の時計において、
前記指標内に入った光が前記指標の側方側面から前記指標の外に出て、前記文字基板に投
射されるように構成されている時計である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、感性価値が高く、消費者から感動や共感を得ることによって、消費者
の購買意欲を高めることができる時計を提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る掛時計の概略構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る掛時計の概略構成を示す図であり、（ａ）は掛時
計を正面から見た図であり、（ｂ）は（ａ）におけるＩＩＢ－ＩＩＢ断面を示す図である
。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る掛時計の指標を示す図であり、（ａ）は指標を正
面から見た図であり、（ｂ）は（ａ）におけるＩＩＩＢ矢視図であり、（ｃ）は（ｂ）に
おけるＩＩＩＣ矢視図であり、（ｄ）は（ｂ）におけるＩＩＩＤ－ＩＩＩＤ断面を示す図
である。
【図４】図２の（ａ）と同様に掛時計を正面から見た図であるが、左半分には、前側側方
から光があたっている状態が示されており、右半分には、光があたっていない状態が示さ
れている。
【図５】指標の変形例等を示す図であり、（ａ）は図３（ｂ）と同様の図であり、（ｂ）
～（ｄ）は指標の変形例を示す図であって（ａ）に対応した図である。
【図６】指標の変形例を示す図であり、図３（ｄ）に対応した図である。
【図７】指標の変形例を示す図であり、図３（ｂ）に対応した図である。
【図８】指標の変形例を示す図であり、（ａ）は指標が設けられた文字基板（時計用文字
板）の一部を正面から見た図であり、（ｂ）は（ａ）におけるＶＩＩＩＢ－ＶＩＩＩＢ断
面を示す図である。
【図９】指標の変形例を示す図であり、図８（ｂ）に対応した図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る掛時計の概略構成を示す図であり、（ａ）は掛
時計を正面から見た図であり、（ｂ）は（ａ）におけるＸＢ－ＸＢ断面を示す図である。
【図１１】指標の変形例を示す図であり、図１０（ｂ）のＸＩ部に対応した図である。
【図１２】図１０（ａ）におけるＸＩＩ－ＸＩＩ断面を示す図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態に係る掛時計の概略構成を示す図であり、（ａ）は掛
時計を正面から見た図であり、（ｂ）は（ａ）におけるＸＩＩＩＢ－ＸＩＩＩＢ断面を示
す図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態に係る掛時計の概略構成を示す図であり、（ａ）は掛
時計を正面から見た図であり、（ｂ）は（ａ）におけるＸＩＶＢ－ＸＩＶＢ断面を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　［第１の実施形態］
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　本発明の第１の実施形態に係る掛時計１は、図１、図２で示すように、文字基板３とこ
の文字基板３に設けられた指標５とを備えて構成されている。
【００２３】
　指標５は、透明体もしくは半透明体であるアクリル等の合成樹脂もしくはガラス等の材
料で構成されている。指標５は、無色透明であってもよいし、有色透明であってもよい。
本実施形態では、薄い青色もしくは薄い緑色の透明になっている。
【００２４】
　また、指標５は、立体形状（四角柱状等、３次元の空間的広がりをもつ物体の形状）に
形成されており、文字基板３の表側に設けられている。これにより、指標５は、文字基板
３の表側（掛時計１の表側；前側）の表面から突出している。
【００２５】
　また、指標５には、光が透過可能であって、表側を向いている面（カット面）７が形成
されている。指標５の表側の面（カット面７以外の面）９には、遮光膜１１が設けられて
いる。
【００２６】
　文字基板３は、平板状（たとえば円形な平板状）の底部１３と、この底部１３の外周か
ら起立している筒状（たとえば円筒状）の側部１５とを備えて皿状（ペトリ皿状；背の低
い円筒枡の形状）に形成されている。より精確には、側部１５は、円錐台側面形状になっ
ている。この場合、円錐台の小径側が底部１３側（後側）に位置し、大径側が底部１３と
は反対側（前側；文字基板３の開口部側）に位置している。また、底部１３と側部１５と
の境界は円弧状になっている。
【００２７】
　指標５は、たとえば、細長い柱状に形成されている。指標５は、長手方向の一端部が、
文字基板３の側部１５側に位置し、側部１５の開口部側（前側）の部位で側部１５に係合
して文字基板３と一体になっている。また、指標５は、長手方向の他端部が文字基板３の
底部１３側に位置している。より具体的には、指標５は、長手方向の他端部が、文字基板
３の底部１３の外周から離れた底部１３の中心側の部位で、底部１３に係合している。
【００２８】
　これにより、指標５が斜めに延びているとともに、指標５と文字基板３との間（底部１
３と側部１５との境界とこの境界の周辺）に、三角柱状の空間１７が形成されている。す
なわち、指標５の長手方向の中間部が、文字基板３から離れていることで、空間１７が形
成されている。
【００２９】
　なお、図２（ｂ）では、指標５の長手方向の他端部（尖った稜部）が文字基板３の底部
１３に接しているだけであるが、文字基板３の底部１３に小さな凹部を設け、この凹部に
指標５の長手方向の尖った他端部が入り込んだ形態であってもよい。
【００３０】
　掛時計１についてさらに詳しく説明する。
【００３１】
　説明の便宜のために水平な一方向を左右方向とし、水平な他の一方向を前後方向（表裏
方向）とし、鉛直方向を上下方向とする。
【００３２】
　掛時計１は、例えば壁等に掛けられて使用されるようになっている。壁に掛けられた掛
時計１は、後側（裏側）が壁に対向しており、前側（表側）が、部屋側を向いている。そ
して部屋側を向いている前側の部位で時刻を表示するようになっている。
【００３３】
　掛時計１は、文字基板３と、指標５と、指針（時針と分針もしくは時針と分針と秒針）
２１と、ソーラーセル（ソーラーパネル）２３とを備えて構成されている。
【００３４】
　上述したように円板状の底部１３と円柱側面状もしくは円錐台側面状の側部１５とを備
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えて皿状に形成されている文字基板３は、底部１３の厚さ方向を前後方向とした場合に、
筒状の側部１５は、底部１３の外周から、前側に所定の長さだけ突出している（図２（ｂ
）では左側に突出している）。
【００３５】
　底部１３の中央には、たとえば円形状に形成された貫通孔（底部１３をこの厚さ方向に
貫通しているソーラーセル用貫通孔）２５が形成されている。底部１３の中心と貫通孔２
５の中心とはお互いが一致している。
【００３６】
　文字基板３の少なくとも前側の面（底部１３の前側の面、側部１５の内周面）は、白色
もしくは黒色等に着色されている（本実施形態では、白色の膜で覆われている。すなわち
、皿状の文字基板３の凹部の面が、白色に塗装されている）。そして、文字基板３は、上
記膜、文字基板３の肉部の少なくともいずれかにより、光（可視光線）を遮るようになっ
ている。
【００３７】
　指標５は、長い四角柱状に形成されている。ただし、図３で示すように、四角柱状の指
標５の底面７と上面２７とは、高さ方向（指標５の長手方向）に対して直交しておらず、
斜めに傾いている。
【００３８】
　また、４つの側面９，２９，３１，３３のうちの１つの側面（掛時計１では前側に位置
する側面；前側側面）９が、平行四辺形ではなくて長方形になるようにして（図３（ａ）
に示す各角度θ１，θ２、θ３、θ４が総て直角になるようにして）、底面７と上面２７
とが形成されている。
【００３９】
　さらに、上面２７と前側側面９との交差角度θ６が、底面７と後側側面（前側側面９と
平行な１つの側面）２９との交差角度θ５よりも大きくなっている（図３（ｂ）参照）。
【００４０】
　四角柱状の指標５には、４つの側面が存在しているが、この４つの側面にうちの１つの
側面が前側側面９であり、この前側側面９に対向している１つの側面が後側側面２９にな
る。さらに、他の２つの側面３１，３３は側方側面になる。
【００４１】
　指標の前側側面９に、遮光膜１１が設けられている。四角柱状の指標５の前側側面９以
外の５つの面（上面２７と底面７と３つの側面２９，３１，３３）では、指標５を構成し
ている材料が剥き出しになっている。また、四角柱状の指標５の底面７が、カット面にな
っている。
【００４２】
　四角柱状の指標５の前側側面９以外の５つの面７，２７，２９，３１，３３を光が透過
するようになっている。すなわち、前側側面９以外の５つの面７，２７，２９，３１，３
３を通って、指標５の外部から指標５の内部に光が入射し、また、指標５の内部から指標
５の外部に光が出射されるようになっている。
【００４３】
　さらに説明すると、たとえば、１つの側方側面３１から指標５の肉部に入射した光が、
反射されたり屈折したり拡散したりしてカット面７から出射されるとともに、他の１つの
側方側面３３から出射されるようになっている。
【００４４】
　指標５は、図１や図２で示すように、たとえば複数（掛時計１では１２個）設けられて
いる。各指標５は、１２時、１時、２時・・・等の時刻を示す位置に配置されている。
【００４５】
　各指標５は、指針（時針、分針）２１の中心軸（たとえば、文字基板３の中心を通って
前後方向に延びている軸）Ｃ１を中心にして、放射状に配置されている。さらに説明する
と、各指標５は、指針（時針、分針）２１が回動する円形状の領域の外側（ソーラーセル
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用貫通孔２５の外側）に配置されているとともに、指針（時針、分針）２１の中心軸Ｃ１
を中心とした所定の半径の円の円周を当分配する位置に配置されている。
【００４６】
　四角柱状の指標５は、上面２７が文字基板３の側部１５に接し、底面７と後側側面２９
との境界に位置している稜が、文字基板３の底部１３に接するようにして、皿状の文字基
板３の内側に設けられている。
【００４７】
　四角柱状の各指標５の高さ方向（長手方向）が、放射方向になっている。換言すれば、
四角柱状の各指標５をこの高さ方向で延長すれば、各指標５と指針２１の中心軸Ｃ１とが
ほぼ１箇所で交わるのである。
【００４８】
　また、指標５は、内側（四角柱状の指標５の底面７側；指針２１の回動中心軸Ｃ１側）
の部位が掛時計１の後側に位置し、外側（四角柱状の指標５の上面２７側；文字基板３の
側部１５側）の部位が掛時計１の前側に位置するようにして、指針２１の中心軸Ｃ１に対
して斜めになっている。これにより、上述したような三角柱状の空間１７が形成されてい
る。
【００４９】
　さらに、前後方向から見たときに（前後方向で無限遠から見たときに）、各指標５の２
つの側方側面３１，３３が面積持たない直線に見えるように、各指標５が、文字基板３に
設置されている。
【００５０】
　カット面７は、各指標５において、指針２１の中心軸Ｃ１側の端部に形成されている。
また、カット面７は、指針２１の中心軸Ｃ１に対して直交しておらず斜めになっている。
さらに、カット面７が表側を向いているので、掛時計１を前側から見た場合、カット面７
が見えるようになっている。
【００５１】
　カット面７と指針２１の中心軸Ｃ１との交差角度θ１１は、前側側面９と指針２１の中
心軸Ｃ１との交差角度θ１２よりも小さくなっている（図２（ｂ）参照）。
【００５２】
　ここで、遮光膜１１について詳しく説明する。
【００５３】
　遮光膜１１の色は、文字基板３の色と同じ色、もしくは同じ系統の色（色相、彩度、明
度において、コントラストの差が小さい色）になっている。掛時計１では、白色になって
いる。
【００５４】
　なお、掛時計１では、遮光膜１１を単層にしているが、遮光膜１１を複数層で構成して
もよい。たとえば、指標５の前側側面９に遮光膜（色を問わない）を設け、この遮光膜の
上に白色の膜（光を透過するものでもよい）を重ねて設けた構成であってもよい。
【００５５】
　さらに、指標５の前側側面９に設けた遮光膜１１における、指標５に接している側の面
（裏面）が光を反射するようになっていてもよい（鏡面になっていてもよい）。
【００５６】
　また、指標５の、遮光膜１１が設けられていない５つの面（カット面７、上面２７、後
側側面２９、側方側面３１，３３）のたとえば全面が、光を透過する材料で被覆されてい
てもよい。さらに、上面２７、後側側面２９のうちの少なくともいずれかの面が、前側側
面９と同様に、遮光膜で覆われていてもよい。
【００５７】
　また、掛時計１には、風防（風防ガラス）３５と、ムーブメント（ムーブメントブロッ
ク）３７と、ケース３９と、前述したソーラーセル２３とが設けられている。
【００５８】
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　ソーラーセル２３は、たとえば円板状にされており、文字基板３の底部１３に設けられ
た貫通孔２５を塞ぐようにして、文字基板３の裏側に設けられている。ソーラーセル２３
の厚さ方向は、文字基板３の底部１３と同様に、前後方向になっている。ソーラーセル２
３の中心には、指針２１用の小孔が形成されている。
【００５９】
　ソーラーセル２３の後側には、ムーブメント３７が設けられている。また、文字基板３
とソーラーセル２３とムーブメント３７との後側には、ケース３９が設けられている。そ
して、ケース３９によって、文字基板３とソーラーセル２３とムーブメント３７との後側
の部位が覆われている。皿状の文字基板３の開口部は、たとえば、円板状の風防ガラス３
５で覆われて塞がれている。
【００６０】
　ここで、掛時計１が、どのようにして、消費者に感動や共感を与えるか、例を掲げて説
明する。
【００６１】
　掛時計１が壁に掛けられて時刻を表示している状態で、太陽光等の光が斜め側方（前側
側方）から掛時計１に差し込むと、図４の左側に示すように、文字基板３の指標５による
模様模４１が現れる。この模様４１は、指標５の一方の側方側面３１から指標５内に入っ
た光が、指標５の他方の側方側面３３等から指標５の外に出て、この指標５から出た光が
、文字基板３に照射（投射）されることで、文字基板３上に現れるのである。模様４１は
、指標５毎に現れ、お互いの形態が異なっている。また、光が太陽光である場合、時刻の
経過とともに形態が刻々と変化し、掛時計１を見たものに美観等による感動や共感を与え
るのである。
【００６２】
　つまり、掛時計１によれば、たとえば、前側側方から掛時計１に光があたることで、見
た目にきれいな現象（光の模様）４１が文字基板３上に現れ、視覚的効果が良くなる。す
なわち、掛時計１が美しく見え、掛時計１の視覚品質（美感）が向上する。また、上記光
が朝日であれば、掛時計１を見た者が、さわやかな朝を感じ、その人の気持ちが豊かにな
る（たとえば今日も幸せを感じつつ前向きに頑張るぞという気持ちになる）。
【００６３】
　これにより、掛時計１の感性価値が高まり、消費者から感動や共感を得ることができ、
消費者の購買意欲を高めることができる。
【００６４】
　さらに、掛時計１によれば、模様４１は、掛時計１がたまたま所定の条件におかれたと
きにのみ現れるのである。したがって、掛時計１を見る者が、模様４１を見飽きてしまう
ことがほぼ無くなり、長期にわたって掛時計１を見る者が新鮮な感動や共感を得るのであ
る。
【００６５】
　また、掛時計１によれば、指標５の側方側面３１から指標５内に入った光が、カット面
７から出射するようになっている。そして、カット面７が発光し、指標５が目立つのであ
る。これにより、朝日等によって模様４１等が輝いていても、掛時計１を見る者が時刻を
認知しやすくなる。
【００６６】
　また、掛時計１によれば、指標５の表側の面９に遮光膜１１が設けられているので、光
が指標５に照射されたとき、指標５が目立ち過ぎることを防止することができ、指標５に
よって文字基板３に現れたきれいな光の模様４１が際立ち、掛時計１の感性価値が一層高
まる。
【００６７】
　さらに、掛時計１によれば、指標５と文字基板３との間に三角柱状の空間１７が形成さ
れているので、掛時計１の前方側面から掛時計１に光があたったときに、図４で示すよう
に、円弧状のきれいな光の模様４１が文字基板３に現れ、掛時計１の感性価値がさらに一
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層高まる。
【００６８】
　また、指標５が四角柱状に形成されているので、円弧状のきれいな光の模様４１が、多
重（図４の参照符号４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃを参照）で文字基板３に現れ、掛時計１の感
性価値がより一層高まる。
【００６９】
　ところで、掛時計１は、適宜の様々な形状に変更可能であるが、ここで、指標５の変形
例をいくつか例示する。
【００７０】
　まず、指標５のカット面７の形状を、図５で示すように適宜変更してもよい。ただし、
図５（ａ）は、図２等で示した、形状の変更がなされていない指標を示している。
【００７１】
　図５（ｂ）で示す指標５では、カット面７が、円弧状で凹状の曲面になっている。カッ
ト面７は、円柱側面の一部を使用した曲面になっているが、カット面７が、球等の表面の
一部を使用した二次曲面等の形態になっていてもよい。
【００７２】
　図５（ｃ）で示す指標５では、カット面７の傾きが変更されている。カット面７が、指
針２１の中心軸Ｃ１と平行になっている。
【００７３】
　図５（ｄ）で示す指標５でも、カット面７の傾きが変更されている。カット面７が、掛
時計１の後側を向くように傾いている。
【００７４】
　なお、カット面７を平面や単純な凹面以外の任意の面にしてもよい。たとえば、波打っ
ている形態にしてもよい。
【００７５】
　次に、指標５の断面形状（柱状の指標５の長手方向に対して直交する平面による断面；
図３（ｄ）に対応した断面）を、図６で示すように適宜変更してもよい。
【００７６】
　図６（ａ）で示す指標５では、指標５の前側側面９が、円弧状等の凸状になっている。
これにより、指標５をモールド成形するときに、ヒケの発生を抑制することができる。な
お、図６（ａ）に破線で示すように、指標５の前側側面９を凹状に形成してもよいし、他
の側面２９，３１，３３の少なくともいずれかを、凹状に形成してもよい。
【００７７】
　図６（ｂ）で示す指標５では、前側側面９の全面ではなく一部に、遮光膜１１が形成さ
れている。図６（ｃ）に示す指標５では、指標５の内部に、遮光膜１１が形成されている
。
【００７８】
　図６（ｄ）で示す指標５では、指標５の断面形状が三角形状（たとえば正三角形状）に
なっている。三角形の１つの辺が前側を向いており、この前側を向いている１つの辺に遮
光膜１１が設けられている。
【００７９】
　図６（ｅ）で示す指標５では、指標５の断面形状が六角形状（たとえば正六角形状）に
なっている。六角形の１つの辺が前側を向いており、この前側を向いている１つの辺に遮
光膜１１が設けられている。
【００８０】
　図６（ｆ）で示す指標５も、指標５の断面形状が六角形状（たとえば正六角形状）にな
っている。ただし、六角形の２つの辺が斜めになって前側を向いており、この前側を向い
ている２つの辺に遮光膜１１が設けられている。
【００８１】
　図６（ｇ）で示す指標５では、指標５の断面形状が五角形状（たとえば正五角形状）に
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なっている。五角形の１つの辺が前側を向いており、この前側を向いている１つの辺に遮
光膜１１が設けられている。
【００８２】
　図６（ｈ）で示す指標５も、指標５の断面形状が五角形状（たとえば正五角形状）にな
っている。ただし、五角形の２つの辺が斜めになって前側を向いており、この前側を向い
ている２つの辺に遮光膜１１が設けられている。
【００８３】
　図６（ｉ）で示す指標５では、指標５の断面形状が円形状になっている。遮光膜１１は
、指標５の前側に半円状になって設けられている。なお、図６（ｉ）に二点鎖線で示すよ
うに、指標５を二重にしてもよい。すなわち、二点鎖線の内側の材料と、二点鎖線の外側
の材料において、光の屈折率や透明度や色が異なっていてもよい。また、二点鎖線の内側
が空洞になっていてもよい。このように変形が、図６（ｉ）以外の他の形状の指標５でな
されていてもよい。
【００８４】
　図６（ｊ）で示す指標５では、指標５の断面形状が半円状になっている。半円の直径部
が前側を向いており、この前側を向いている直径部に遮光膜１１が設けられている。
【００８５】
　図６（ｋ）で示す指標５では、裏側に溝（凹部）６が形成されている。溝６が側面に形
成されていてもよい。
【００８６】
　なお、指標５が柱状に形成されているで、指標５は断面が一定の形態（たとえば大きさ
や形状）になっているが、断面の形態（たてとえば形状や大きさ）が指標５の長手方向で
変化していてもよい。
【００８７】
　次に、図７で示すように、空間１７が生じないように、指標５を設けてもよい。
【００８８】
　図７（ａ）で示す指標５では、図５（ａ）で示す指標５の形状を変更することで、図５
（ａ）で示している空間１７を無くしている。
【００８９】
　図７（ｂ）で示す指標５では、図７（ａ）で示す指標５において、貫通孔４３を設けて
ある。
【００９０】
　図７（ｃ）で示す指標５では、図７（ａ）で示す指標５において、遮光膜１１を設けた
面が、指針２１の中心軸Ｃ１に直交している。
【００９１】
　図７（ｄ）で示す指標５では、図７（ｃ）で示す指標５において、カット面７が、指針
２１の中心軸Ｃ１と平行になっている。なお、図７（ｄ）に破線で示すように、指標５の
面（カット面７に関わる面）にＣ面を形成してもよい。このＣ面に、遮光膜１１を設けて
もよいし、設けなくてもよい。
【００９２】
　また、図８や図９で示すように、柱状の指標５の長手方向の端面の形態を適宜変更し、
また、柱状の指標５をこの長手方向で適宜湾曲させてもよい。
【００９３】
　図８（ｂ）では、指標５を四角柱状にしてある（指標５の６つの表面のすべてが矩形状
になっている）。
【００９４】
　図９（ａ）では、図５（ａ）と同様な指標５を示している。
【００９５】
　図９（ｂ）では、図８（ｂ）で示す指標５において、指標５をこの長手方向で湾曲させ
て前側に凸にしている。
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【００９６】
　図９（ｃ）では、図９（ｂ）で示す指標５において、指標５の長手方向の両端面（上面
２７と底面７）を、文字基板３に面接触させている。
【００９７】
　図９（ｄ）では、図９（ｃ）で示す指標５において、カット面７を設けている。
【００９８】
　図９（ｅ）では、図８（ｂ）で示す指標５において、指標５をこの長手方向で湾曲させ
て後側に凸にしている。
【００９９】
　図９（ｆ）では、図８（ｂ）で示す指標５において、指標５の厚さ（前側側面９と後側
側面２９との間の距離）を中央部で薄くしている。
【０１００】
　図９（ｇ）では、図８（ｂ）で示す指標５において、指標５の長手方向の端部（上面２
７の部位）が、文字基板３を突き抜けて、文字基板３の外側に突出している。ここでケー
ス３９を透明にすれば、ケース３９を通して、指標５の突出している部位に光があたるよ
うになっている。
【０１０１】
　なお、指標５をこの長手方向で湾曲さる場合、波形状に湾曲させてもよい。
【０１０２】
　また、図６（ｉ）でも説明したが、指標５を２種類以上の材料を合わせて構成してもよ
い。この場合、図３（ｂ）に示した二点鎖線が、２種類の材料を合わせ面になる。この合
わせ面は、平面になっているが、曲面であってもよい。
【０１０３】
　また、レーザ加工等により、指標５の内部や表面で指標５の組成等を変化させ、指標５
の中に模様を形成してあってもよい。
【０１０４】
　［第２の実施形態］
　本発明の第２の実施形態に係る掛時計１ａ（図１０、図１１、図１２参照）は、主に、
文字基板３ａの形状、指標５ａの形状が、第１の実施形態に係る掛時計１と異なっている
が、その他の点は、第１の実施形態に係る掛時計１とほぼ同様に構成されほぼ同様の効果
を奏する。また、第２の実施形態に係る掛時計１ａを第１の実施形態に係る掛時計１と同
様に適宜変更することができる。
【０１０５】
　文字基板３ａは、凸面の中央に浅い円柱状の凹部４５が形成された球冠状に形成されて
いる。凹部４５の底面には、ソーラーセル２３が設けられており、凹部４５内で指針２１
が回動するようになっている。
【０１０６】
　文字基板３ａの前側には、円板状の風防３５が設けられている。風防３５は凹部４５の
開口部を塞いでいる。また、前後方向から見ると、文字基板３ａと風防３５とは、お互い
が重なっている。これにより、文字基板３ａや風防３５の周辺側であって、文字基板３ａ
と風防３５との間には、リング状の空間４７が形成されている。空間４７の断面形状は、
図１０（ｂ）で示すように概ね直角三角形状になっている。
【０１０７】
　指標５ａは、リング状の空間４７内に設けられている。指標５ａは、たとえば４つ、１
２時と３時と６時と９時とを示す箇所に設けられている。
【０１０８】
　指標５ａは、背の低い台形柱状に形成されている。すなわち、平面に１つの台形を描き
この描いた台形を上記平面に直交する方向にわずかに移動したときに、前記台形の軌跡で
表される立体形状に形成されている。なお、上記台形では、１つの斜辺と上底が直交して
おり、また、上記１つの斜辺と下底が直交している。指標５の１つの側面（台形の下底に
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対応した側面）には、遮光膜１１が形成されている。
【０１０９】
　そして、空間４７内に設けられている指標５では、遮光膜１１が風防３５に接し、台形
柱の台形の斜辺（上底や下底に対して斜めになっている斜辺）に対応した側面が文字基板
３ａに接し、台形柱の高さ方向が文字基板３ａの周方向に一致している。
【０１１０】
　また、指標５ａは、リング状の空間４７のほぼ全幅にわたって設けられている。すなわ
ち、図１０（ｂ）では、リング状の空間４７が、上側と下側とに２つ現れており、上側の
空間４７、下側の空間４７のそれぞれに、指標５ａが設けられている。そして、上側の空
間４７の下端の位置と、上側の空間４７に設けられている指標５ａの下端に位置とが、お
互いにほぼ一致し、上側の空間４７の上端の位置と、上側の空間４７に設けられている指
標５ａの上端に位置とが、お互いにほぼ一致している。下側の空間４７においても、指標
５ａとの関係は、上側の空間４７と同様になっている。
【０１１１】
　空間４７内に設けられている指標５ａでは、台形柱の台形の上底に対応した側面が文字
基板３ａとの間に小さな間隙４９が形成されている。
【０１１２】
　また、掛時計１ａでは、１時、２時、４時、５時、７時、８時、１０時、１１時を示す
ところに、指標５ａとは異なる薄い平板状の指標５１が設けられている。指標５１は、光
を透過しないようになっており、図１０（ｂ）で示す間隙４９が存在しない形態で、リン
グ状の空間４７に設けられている。指標５１が透明もしくは半透明になっていてもよい。
【０１１３】
　なお、掛時計１ａにおいて、指標５１を指標５ａに置き換えてもよいし、指標５ａと指
標５１とを適宜交換してもよい。すなわち、図１０（ａ）で示す掛時計１ａにおいて、任
意の指標５ａを指標５１に変更し、任意の指標５１を指標５ａに変更してもよい。
【０１１４】
　また、指標５ａの形状を、図１１で示すように、適宜変更してもよい。さらに、第１の
実施形態に係る掛時計１においても、指標５の一部を指標５１に置き換えてもよい。
【０１１５】
　図１１（ａ）では、指標５ａを背の低い三角柱状に形成し、図１０（ｂ）で示す間隙４
９が存在しない形態で、リング状の空間４７に設けてある。
【０１１６】
　図１１（ｂ）ものは、図１０（ｂ）で示す形態において、風防３５と指標５ａとの間に
間隙５３を設けたものである。
【０１１７】
　図１１（ｃ）ものは、図１１（ｂ）で示す形態において、間隙４９を無くしたものであ
る。
【０１１８】
　図１１（ｄ）で示すものは、指標５ａを細長い柱状（たとえば四角柱状）にし、指標５
ａの長手方向が文字基板３ａの径方向になるようにして、指標５ａを文字基板３ａに設け
てある。指標５ａの一部（指針２１側の部位；掛時計１ａの中央側の部位）は、文字基板
３ａに設けられた凹部に埋め込まれている。また、指標５ａ端部（掛時計１ａの中央側の
端部；カット面）７は、文字基板３ａ中央の凹部４５に面している。
【０１１９】
　なお、図１１（ｄ）では、指標５ａと風防３５との間に間隙５３が形成されており、指
標５ａと文字基板３ａとの間に間隙４９が形成されているが、指標５ａの形状を変更する
ことで、これらの間隙４９、５３の少なくとも一方を無くしてもよい、
　また、掛時計１ａでは、図１０（ａ）や図１２で示すように、風防支持柱５５が設けら
れている。この風防支持柱５５で支持されることで、文字基板３ａと風防３５とが一体化
している。
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【０１２０】
　［第３の実施形態］
　本発明の第３の実施形態に係る掛時計１ｂ（図１３参照）は、主に、文字基板３ｂの形
状、指標５ｂの形状が、第１の実施形態に係る掛時計１と異なっているが、その他の点は
、第１の実施形態に係る掛時計１とほぼ同様に構成されほぼ同様の効果を奏する。また、
第３の実施形態に係る掛時計１ｂを第１の実施形態に係る掛時計１と同様に適宜変更する
ことができる。
【０１２１】
　文字基板３ｂは、第１の実施形態に係る掛時計１と同様に、底部１３と側部１５とを備
えた皿状に形成されている。ただし、側部１５と指針２１の中心軸Ｃ１との交差角度が、
９０°に近い角度になっている。
【０１２２】
　また、掛時計１ｂでは、文字基板３ｂの開口部を風防３５が塞いでおり、文字基板３ｂ
の内部に指針２１が位置している。
【０１２３】
　指標５ｂは、細長い四角形状に形成されている。指標５ｂの１つの側面には、遮光膜１
１が形成されている。なお、指標５ｂにおいて、第１の実施形態に係る掛時計１の場合と
同様に、前側を向いているカット面７を設けてもよい。
【０１２４】
　そして、遮光膜１１が風防３５に接し、指標５ｂの長手方向が文字基板３ａの径方向と
一致するようにして、指標５ｂが風防３５や文字基板３ｂに一体的に設けられている。
【０１２５】
　また、図２の実施形態に係る掛時計１ａと同様にして、指標５ｂが、文字基板３ｂのリ
ング状の側部１５のほぼ全幅にわたって設けられている。
【０１２６】
　さらに、掛時計１ｂには、図２の実施形態に係る掛時計１ａと同様にして、指標５１や
風防支持柱５５が設けられている。なお、指標５ｂと指標５１とを、図２の実施形態に係
る掛時計１ａと同様に変更してもよい。
【０１２７】
　また、文字基板３ｂの側部１５には、貫通孔が形成されており、指標５ｂは、これらの
貫通孔を貫通している。したがって、指標５ｂの一部が文字基板３ｂの前側（内側）に存
在し、指標５ｂの他の部位が文字基板３ｂの後側（外側）に存在している。
【０１２８】
　すなわち、指標５ｂの部位が、文字基板３ｂの後方に突出しており、これにより、文字
基板３ｂの後方からだけ光が掛時計１ｂあたっても、指標５ｂが光り、視覚的効果が良く
なる。
【０１２９】
　［第４の実施形態］
　本発明の第４の実施形態に係る掛時計１ｃ（図１４参照）は、主に、文字基板３ｃの形
状が、第３の実施形態に係る掛時計１ｂと異なっているが、その他の点は、第３の実施形
態に係る掛時計１ｂとほぼ同様に構成されほぼ同様の効果を奏する。また、第４の実施形
態に係る掛時計１ｃを第１の実施形態に係る掛時計１や第３の実施形態に係る掛時計１ｂ
と同様に適宜変更することができる。
【０１３０】
　掛時計１ｃの文字基板３ｃは球冠状で皿状（球冠皿状）になっている。ここで、球冠皿
状とは、球殻を、この中心からずれているところに位置する平面で切断して２つに分離し
たときの、小さいほうの立体の形状である。球殻は、第１の球から、直径が第１の球より
も僅かに小さく中心が第１の球と一致している第２の球を除去した形状である。
【０１３１】
　文字基板３ｃでは、表側に凹面が位置しており、裏側に凸面は位置している。
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【０１３２】
　また、掛時計１ｃでは、文字基板３ｃの開口部を風防３５が塞いでおり、文字基板３ｃ
の内部に指針２１が位置している。
【０１３３】
　指標５ｂは、細長い四角形状に形成されている。指標５ｂの１つの側面には、遮光膜１
１が形成されている。なお、指標５ｂにおいて、第１の実施形態に係る掛時計１の場合と
同様に、前側を向いているカット面を設けてもよい。
【０１３４】
　そして、遮光膜１１が風防３５に接し、指標５ｂの長手方向が文字基板３ｃの径方向に
一致するようにして、指標５ｂが風防３５や文字基板３ｃに一体的に設けられている。
【０１３５】
　また、第３の実施形態に係る掛時計１ｂと同様にして、文字基板３ｃに貫通孔が形成さ
れており、指標５ｂは、これらの貫通孔を貫通している。
【０１３６】
　なお、上記各実施形態では、アナログ式のソーラー掛時計を例に掲げて説明したが、腕
時計の他の時計に上記実施形態に係るものを適用してもよい。また、ソーラー時計以外の
電気式時計や機械式時計に、上記実施形態に係るものを適用してもよい。さらに、デジタ
ル式の時計に上記実施形態に係るものを適用してもよい。
【符号の説明】
【０１３７】
　１、１ａ、１ｂ、１ｃ　掛時計
　３、３ａ、３ｂ、３ｃ　文字基板
　５、５ａ、５ｂ　指標
　７　カット面（表側を向いている面）
　９　表側の面
　１１　遮光膜
　１３　底部
　１５　側部
　１７　空間
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